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□　ＡＥＤの利用者を地区住民等に制限しない。
□　ＡＥＤを設置する場所は、申請者が管理する施設または施設管理者から許可を得ている施設である。
　　➡申請者が管理する施設以外に設置する場合、許可を受けていることを証する書類を添付してください。
□　２４時間利用が可能な状態で設置する。
□　申請者は、所属する住民を対象にＡＥＤの使用方法を含む応急手当講習会を年一回以上開催する。
➡今年度の講習会開催時期を記載してください。（例：●月頃）
	開催時期
	



□　公共団体等がＡＥＤの設置場所を公開することに同意するとともに、設置していることがわかるよう設置施設に表示する。
□　緊急時にＡＥＤが使用できるよう日常点検を実施し、消耗品の交換など適正な管理を行なう。
令和　　年　　月　　日

申請者　　　　　　　　　　　　　　　
